
柏市地球温暖化対策条例
ー制定とその後ー

柏市環境部環境保全課 中山



序１ 柏市地球温暖化対策条例
制定以前から今までの経緯

国及び柏市の動向

平成 ３年 ＣＯＰ３ 京都議定書

平成９年 柏市環境基本計画 柏市環境保全協定

平成１０年 柏市エコアクションプラン（市役所の省エネ等）

平成１０年「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布

平成１４年 柏市環境基本条例制定

平成１５年 柏市環境基本計画改訂（温室効果ガスの目標値）

平成１７年 京都議定書発効

平成１７年 沼南町と合併し，新「柏市」

平成１８年 温暖化対策関係補助制度を創設

平成１９年 柏市地球温暖化対策条例制定

平成２０年 柏市地球温暖化対策計画策定(３月） 中核市移行(４月)

平成２１年 「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正

平成２２年 地球温暖化対策基本法案(廃案)

平成２２年 柏市地球温暖化対策条例改正



序序序序２２２２ 柏市環境保全協定柏市環境保全協定柏市環境保全協定柏市環境保全協定

・平成９年８月，これまでの公害防止協定を改め，省
資源，省エネルギーなどを含めた地球環境に配慮し
た取組項目を追加し，「環境保全協定」としたもの
です。

現在,９９事業所と締結しており，締結事業者の自主
的な環境保全活動の促進を図っています。

協定の中で，環境保全計画の策定と報告を規定し，
平成１５年からは温室効果ガスの排出量の報告を含
めた。

・この事業者と協働する場として柏市環境保全協議会
（８１事業所）を組織し，地球温暖化対策をはじめ
とする情報交換，地域との連携に取り組んでいます。

（いずれも，平成２２年６月末現在）



序３ 柏市環境基本条例制定

平成１２年 「環境市民会議」を設置し，環境
基本条例の骨子を検討

平成１３年 環境基本条例骨子の提案

平成１４年 環境基本条例制定

＜基本理念＞

・基本理念に，現在から将来にわたる
環境権を保障

・持続可能な循環型社会の構築
・市民,事業者,市の協働原則

・地球環境保全に寄与，



序４ 柏市環境基本計画
平成１４年３月改訂

環境像

共に生きるために，環境を守り,育て,

伝えるまち 柏
・自然環境 残された貴重な自然を守る

・生活環境 くらしの中で環境をいたわる

・快適環境 快適な環境をつくる

・地球環境 地球市民としての意識を育む

地球温暖化対策の推進 二酸化炭素排出量を目標値とした

平成２７年度に平成１２年度比 １０％削減

・市民との協働 市民とともにつくる環境



序５ 温暖化対策・・・なぜ条例か

京都議定書が発効した。

何かしないといけない危機感

・・・ 市の内部，議会，市民から

選択肢として・・・・・

とにかく対策の実施あるのみ・・・何を実施？

みんなで宣言しよう・・・宣言だけ？実行は

多くの合意と決まりごと・・・条例を作る！！

市民・事業者,議会,市の合意・参加・行動が必要



序６ 条例の制定過程

柏市環境審議会柏市環境審議会柏市環境審議会柏市環境審議会 答申答申答申答申平成平成平成平成18181818年年年年12121212月月月月

京都議定書発効京都議定書発効京都議定書発効京都議定書発効平成平成平成平成17171717年年年年 2222月月月月

市議会市議会市議会市議会にににに提案提案提案提案，，，，可決可決可決可決平成平成平成平成19191919年年年年 3333月月月月

パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント実施実施実施実施
シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム実施実施実施実施（（（（かしわかしわかしわかしわ環境環境環境環境ステーションステーションステーションステーションとととと共催共催共催共催））））
事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの意見交換会実施意見交換会実施意見交換会実施意見交換会実施
（（（（柏商工会議所柏商工会議所柏商工会議所柏商工会議所・・・・柏市環境保全協議会柏市環境保全協議会柏市環境保全協議会柏市環境保全協議会とととと共催共催共催共催））））

平成平成平成平成18181818年年年年11111111月月月月

柏市環境審議会柏市環境審議会柏市環境審議会柏市環境審議会
柏市地球温暖化対策条例案要綱作成柏市地球温暖化対策条例案要綱作成柏市地球温暖化対策条例案要綱作成柏市地球温暖化対策条例案要綱作成

平成平成平成平成18181818年年年年10101010月月月月

柏市環境審議会柏市環境審議会柏市環境審議会柏市環境審議会 諮問諮問諮問諮問平成平成平成平成18181818年年年年 8888月月月月

町会長町会長町会長町会長・・・・自治会長会議自治会長会議自治会長会議自治会長会議でででで地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策をををを説明説明説明説明平成平成平成平成18181818年年年年 6666月月月月

ストップストップストップストップ！！！！地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化 意見交換会開始意見交換会開始意見交換会開始意見交換会開始（～（～（～（～9999月月月月））））平成平成平成平成18181818年年年年 5555月月月月

かしわかしわかしわかしわ環境環境環境環境ステーションステーションステーションステーションからからからから提言提言提言提言平成平成平成平成18181818年年年年 4444月月月月

かしわかしわかしわかしわ環境環境環境環境ステーションステーションステーションステーションでのでのでのでの検討検討検討検討平成平成平成平成17171717年年年年 5555月月月月

経経経経 過過過過時時時時 期期期期



条条条条１１１１ 柏市地球温暖化対策条例柏市地球温暖化対策条例柏市地球温暖化対策条例柏市地球温暖化対策条例
～ 構成：合計合計合計合計１５１５１５１５条条条条 ～

第第第第１０１０１０１０～～～～１３１３１３１３条条条条
・表彰制度
・協働，連携
・支援
・情報提供
・学習の機会など

取取取取りりりり組組組組むためにむためにむためにむために市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者はははは市市市市はははは

第第第第３３３３条条条条 基本理念基本理念基本理念基本理念
①自然エネルギー，資源の有効利用 ②省エネルギー
③３Ｒによる資源循環型社会 ④緑の保全

第第第第４４４４条条条条 削減目標削減目標削減目標削減目標
①平成20年から24年の温室効果ガス排出量の年平均値を平成2年比で6％以
上削減(京都議定書と同様の目標) 

②平成27年度の温室効果ガス排出量を,平成12年度比で10％以上削減

第第第第５５５５条条条条 市民等市民等市民等市民等のののの責務責務責務責務
・自ら又は協働した取組
第第第第８８８８条条条条 削減計画削減計画削減計画削減計画（（（（義務義務義務義務））））
・一定の排出者に義務
第第第第９９９９条条条条 配慮計画配慮計画配慮計画配慮計画（（（（義務義務義務義務））））
・一定の開発事業に義務

第第第第６６６６条条条条 市市市市のののの責務責務責務責務
・地域での対策
・市役所での率先対策
第第第第７７７７条条条条 対策計画対策計画対策計画対策計画
・地域推進計画の策定



条条条条２２２２ 基本理念（第３条要約）

①地球温暖化の原因を認識する

②それぞれの主体が協働して対策を実施する

③自然エネルギー利用で持続可能なまちづくり

④省エネルギーの推進

⑤３Ｒによる資源循環型社会の構築

⑥温室効果ガスを吸収する緑の保全と創造



条条条条３３３３ 削減目標（第４条）

①京都議定書の目標
平成２年に比べて平成２０～２４年
の平均を６％以上削減

②柏市環境基本計画の目標
平成１２年度に比べて平成２７年度
に１０％以上削減



条４ ＣＯ２排出量推移と削減目標
 

図　温室効果ガス排出量の推移及び将来目標値
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条条条条５５５５ 部門別温室効果ガス排出量
（柏市：千t－CO２）
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条条条条６６６６ 地球温暖化対策計画（第７条）
地球温暖化対策の推進に関する法律第２０条の努
力規定を義務規定とした。（当時）

（現在は,中核市として,策定が義務付けられている。）

柏市地球温暖化対策計画を策定（19年度）

２つの柱で対策推進

・・・・環境配慮行動計画環境配慮行動計画環境配慮行動計画環境配慮行動計画 市民，事業者の活動の中での対策

・・・・省省省省CO2まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画 まちづくりと一体で温暖化対策

関連して地域新エネルギービジョンを策定（19年度）



条条条条７７７７ 特定排出者の削減計画（第８
条）
事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスを排出
する特定排出者は，事業所ごとに温室効果ガスの
削減計画書を策定し，実施しなければならない。

削減計画は，市長に報告するとともに自ら公表し
なければならない。

削減計画実施状況報告書を毎年度市長に報告しな
ければならない。

協力いただけない場合：勧告，氏名の公表（条例
第14条）



条条条条８８８８ 特定排出者の削減計画（第８条）
１１１１ 特定排出者特定排出者特定排出者特定排出者（（（（削減計画削減計画削減計画削減計画のののの策定策定策定策定がががが必要必要必要必要なななな事業者事業者事業者事業者））））

前年度における電気･燃料・廃プラの焼却による二酸
化炭素排出量の合計が「「「「年間年間年間年間１１１１，，，，５００５００５００５００ｔｔｔｔ以上以上以上以上」」」」の事
業所。（施行規則第３条）

２２２２ 特定事業者数特定事業者数特定事業者数特定事業者数
当初，環境保全協定締結事業所や省エネ法指定工場の情報から，
多くても50事業所を想定していた。

実際の事業所数は，38383838事業所事業所事業所事業所(平成22年6月末現在）

２～3の増減はある,対象となる事業所の業種に変化

柏市独自(1,500ｔ～3,000ｔ)の対象は４事業所

温対法では・・・燃料，電気で，「原油換算１,５００ｋｌ以上」

又は「ＣＯ２を３，０００トン以上」



条条条条９９９９ 特定排出者の削減計画第（８
条）

･･･自ら公表，市でも公表(HP)特定排出者の構成と排出量

参考：市内総排出量の部門別推計と対象事業所の排出量（平成１８年度）

産業部門 : ７３０千t / ３１１千ｔ (約４３％)

民生業務部門 : ４１１千ｔ / １７１千ｔ (約４２％）

４３５，４６３

９４，１８６

２２，７０９

１５，８６３

６，１０９

３３，２８４

２６３，３１２

H20 t-CO2

＋０．８９３，３９９５公官庁

－９．８４８２，８０７３８合計

－０．６２２，８５８２病院

＋２．１１５，５３６２教育

＋２．９５，９３５２サービス業

－０．８３３，５３６５商業

－１５．５３１１，５４３２２工業

増減H18  t-CO2対象数業種等



条条条条10101010

開発事業者等の配慮計画（第９
条）開発事業者等は，事業を行う際，地球温暖化

対策の推進を図るため，配慮計画を策定し，
実施しなければならない。
①都市計画法に規定する開発行為の内，その面積

が３，０００㎡以上のもの

②土地区画整理事業 ③市街地再開発事業

④大規模小売店舗立地法に規定する店舗（既存の
建物の変更は除く）の設置の内，その店舗面積が
４，０００㎡以上のもの

配慮計画は，市長に報告するとともに，自ら公
表しなければならない。



条条条条11111111 開発事業者の配慮計画第（９条）

開発等の事業活動において，

①自然エネルギーの利用

②省エネルギーの推進

③廃棄物の発生抑制等

④緑の保全と創造

などに関する事項を検討し，地球温暖化
対策に配慮した開発，まちづくりを誘導す
るための制度

柏市は，首都３０ｋｍ圏内で，つくばエクスプレスの開業（Ｈ１７）な
どとともに都市開発のニーズが高まっている。



条条条条12121212 開発事業者の配慮計画（第９条）
配慮計画の届出の状況（22年6月末現在）

面整備と建築計画が一致しない場合があると，対策の実施の確保
が難しい

省エネ建築，高効率給湯

高効率機器，緑化 等

店舗，老人ホーム2件２２

太陽光発電，オール電化，

高効率給湯，省エネ建築

ＬＥＤ，緑化 等

宅地造成 4件，霊園

店舗 2件，老人ホーム

8件２１

太陽光発電，省エネ機器，
再生材使用，緑化 等

柏市小学校，倉庫

グランド，宅地造成 2件

5件２０

省エネ機器利用等柏市保健福祉施設1件１９

温暖化対策実施内容事業の対象件数年度



条条条条13131313 助成その他の措置（第１１条）

本市は,市民等が地球温暖化対策の推進
を図るために行う施設の整備，研究開発
その他これに類する活動を促進するため
に必要があるときは,助成その他の措置
を講じることができる。

環境基本条例（上位条例）第１４条において，同様の
規定があるが，温暖化対策として確認的に重複した規
定



条条条条14141414 地球温暖化対策補助制度の
変遷

アイドリングストップアイドリングストップアイドリングストップアイドリングストップ
装置装置装置装置((((１１１１))))

電気電気電気電気自動車自動車自動車自動車((((６６６６))))ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド自動車自動車自動車自動車((((２２２２))))

プラグインハイブプラグインハイブプラグインハイブプラグインハイブ
リッドリッドリッドリッド自動車自動車自動車自動車((((６６６６))))

天然天然天然天然ガスガスガスガス自動車自動車自動車自動車((((７７７７))))天然天然天然天然ガスガスガスガス自動車自動車自動車自動車
((((７７７７))))

ガスエンジンガスエンジンガスエンジンガスエンジン給湯器給湯器給湯器給湯器
（（（（２２２２))))

ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプ給湯器給湯器給湯器給湯器((((２２２２))))

太陽熱利用機器太陽熱利用機器太陽熱利用機器太陽熱利用機器((((４４４４))))太陽熱利用機器太陽熱利用機器太陽熱利用機器太陽熱利用機器((((２２２２))))

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電(2.5(2.5(2.5(2.5××××３３３３))))太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電((((１１１１××××３３３３))))太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電((((１１１１××××３３３３))))

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度

（20年度から地球温暖化対策補助金，（ ）内は，補助金額（万

円）



本市は，市民等による地球温暖化対策の推進を
図るための自発的な活動を促進するため，地球
温暖化対策に資する学習の機会の提供，情報の
提供その他必要な措置を講じるものとする。

２ 本市は，前項の措置を講じる場合は，基本条
例第２１条第３項に規定する環境の研究及び学
習を推進するための施設を活用するとともに，
法第２３条第１項の規定により千葉県知事が委
嘱する地球温暖化防止活動推進員，法第２４条
第１項の規定により千葉県知事が指定する千葉
県地球温暖化防止活動推進センター，教育機関
等の協力を得るものとする。

条条条条15151515 情報の提供等（第１２条）



★★★★長期的長期的長期的長期的なななな対策対策対策対策（（（（低炭素低炭素低炭素低炭素まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり等等等等））））をををを進進進進めることからめることからめることからめることから，，，，条例条例条例条例のののの
目標目標目標目標にににに中期中期中期中期のののの目標目標目標目標をををを計画計画計画計画でででで追加追加追加追加

計
画

条
例

４
条

25％以上
Ｈ１２年度

（２０００）

Ｈ４２年度

（２０３０）
中期

10％以上
Ｈ１２年度

（２０００）

Ｈ２７年度

（２０１５）

短期

後期

6％以上
Ｈ２年度

（１９９０）

Ｈ２０～Ｈ２４
（２００８～２０１２）

短期

前期

目標値基準年
次

目標年次

条条条条16161616 柏市地球温暖化対策計画柏市地球温暖化対策計画柏市地球温暖化対策計画柏市地球温暖化対策計画～目標～
＜＜＜＜柏市地球温暖化対策条例第柏市地球温暖化対策条例第柏市地球温暖化対策条例第柏市地球温暖化対策条例第７７７７条条条条をををを根拠根拠根拠根拠としてとしてとしてとして＞＞＞＞



条条条条17171717 環境配慮行動計画
●省エネルギー建築，省エネルギー設備出典：（社）日本建材・住宅設備産業協会

主に住宅やオフィスのリフォームや新築時に，省エネ性能や国等の補助金の情報

提供により導入を促進します。

●省エネ機器
・省エネ機器の省エネ性能や環境ラベルに関する情報提供や販売店と連携を図

り,普及を図ります。

⇒重点プロジェクト１「電球型蛍光灯の普及」

パルックボールプレミア（ナショナル）一般市民を中心に，比較的価格が

低額で取り組む機会の多い白熱灯から電球型蛍光灯への買い替えを推進します。

出典：（社）日本建材・住宅設備産業協会



条条条条18181818 環境配慮行動計画
●省エネ行動

省エネルギー行動を促すためのツールとして，環境家計簿が挙げられます。

⇒重点プロジェクト２「環境家計簿の普及」

●エネルギー管理

BEMS, HEMSの導入は,住宅やオフィスのリフォーム及び新築時の導入を促進さ
せます。

家庭への省エネナビの設置については, 認知度の向上等により普及を図ります。

⇒重点プロジェクト３「省エネナビの導入」

●自家用車等省CO2化

エコドライブ（発進時のふんわりアクセル，走行中の加減速の少ない運転,アイ
ドリングストップなど）の普及を図ります。

⇒重点プロジェクト４「エコドライブの推進」

● 上記のほか,自動車の利用抑制（徒歩や自転車を利用し易い環境づくり）,省資
源（「3Ｒと適正処理の推進」，緑化（柏市緑の基本計画との連携で，緑をまもる，つ
くる，そだてる取組）などを進めます。



条条条条19191919 省省省省CO2CO2CO2CO2まちまちまちまちづくりづくりづくりづくりづくりづくりづくりづくり計画計画計画計画
３３３３つのつのつのつの枠組枠組枠組枠組みでみでみでみで，，，，CO2CO2CO2CO2排出排出排出排出のののの少少少少ないないないない低炭素低炭素低炭素低炭素まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりをををを進進進進めるめるめるめる。。。。

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりのイメージイメージイメージイメージ

★アクションエリアアクションエリアアクションエリアアクションエリア
→まちづくりの機運の高いエリア
で面 的に省ＣＯ２対策を実行する

★開発事業者開発事業者開発事業者開発事業者のののの環境配慮制度環境配慮制度環境配慮制度環境配慮制度
→一定規模以上の開発行為に対して
配慮を要請する（第９条）

★建築物環境配慮評価制度建築物環境配慮評価制度建築物環境配慮評価制度建築物環境配慮評価制度
（ＣＡＳＢＥＥ（ＣＡＳＢＥＥ（ＣＡＳＢＥＥ（ＣＡＳＢＥＥ柏柏柏柏））））

→個別開発で自らの環境配慮の取組
みを評価し認証を得る

＜＜＜＜枠組枠組枠組枠組みみみみ＞＞＞＞



条条条条20202020『『『『省省省省CO2CO2CO2CO2まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画』』』』のののの対策対策対策対策
（低炭素まちづくり）

◎◎◎◎対策対策対策対策のののの方向性方向性方向性方向性

◆ 省エネルギー対策の確実な実施

◆ 地域の特性に応じた未利用エネルギー・

再生可能エネルギーの有効活用

（←『柏市新エネルギービジョン』に記載）

◆ 面的ネットワークの構築

◆ 省CO2を考慮した土地利用の効率化

◆ 過度の自動車依存を転換する交通シス

テムの構築（コンパクトシティ）



◆アクションエリアの指定の考え方

低炭素まちづくりアクションエリアとしては，新規市
街地開発や再開発などが行われ，かつ，まちづくりの気
運の高いエリアを指定する。エリア内では、ＣＯ２排出
量の削減対策を事業者，地権者，自治体等の関係者が共
同で実施して行くことになる。

◆アクションエリア指定第１号

柏の葉キャンパスタウン構想の実現に向けて，環境配
慮のまちづくりが進められている柏の葉キャンパス駅前
の地区をアクションエリアの第１号として指定した。

なお，第2号は,(仮）北部中央小学校を指定した。

条条条条21212121 低炭素低炭素低炭素低炭素まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画
～アクションエリア～



条条条条22222222 発展する温暖化対策条例
平成２２年第２回議会で柏市地球温暖化対策条例を改正(6／２８公

布)

低炭素まちづくりを進めるため,２つのメニューを追加規定

①①①①建築物環境性能評価制度建築物環境性能評価制度建築物環境性能評価制度建築物環境性能評価制度（ＣＡＳＢＥＥ（ＣＡＳＢＥＥ（ＣＡＳＢＥＥ（ＣＡＳＢＥＥ柏柏柏柏））））

先進自治体(都道府県，政令指定都市）では,環境保全関係や

建築・まちづくり関係条例施策

②②②②低炭素低炭素低炭素低炭素まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり事業規定事業規定事業規定事業規定

★省CO2アクションエリア
→まちづくりの機運の高いエリアで面的に省
CO2対策を実行する

★開発事業者の環境配慮制度
→一定規模以上の開発行為に対して配慮を要
請する(条例による制度）

★建築物環境配慮評価制度
→個別開発において任意に自らの環境配慮の
取組みを評価し認証を得る

＜＜＜＜枠組枠組枠組枠組みみみみ＞＞＞＞

★省CO2アクションエリア
→まちづくりの機運の高いエリアで面的に省
CO2対策を実行する

★開発事業者の環境配慮制度
→一定規模以上の開発行為に対して配慮を要
請する(条例による制度）

★建築物環境配慮評価制度
→個別開発において任意に自らの環境配慮の
取組みを評価し認証を得る

★省CO2アクションエリア
→まちづくりの機運の高いエリアで面的に省
CO2対策を実行する

★開発事業者の環境配慮制度
→一定規模以上の開発行為に対して配慮を要
請する(条例による制度）

★建築物環境配慮評価制度
→個別開発において任意に自らの環境配慮の
取組みを評価し認証を得る

＜＜＜＜枠組枠組枠組枠組みみみみ＞＞＞＞

第９条の４

第９条の２，３

第９条既規定



条条条条23232323 改正温対条例改正温対条例改正温対条例改正温対条例 そのそのそのその１１１１
長中期長中期長中期長中期のののの温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策にはにはにはには，，，，環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮するするするする
建築物建築物建築物建築物ををををストックストックストックストックすることがすることがすることがすることが必要必要必要必要

●●●●第第第第９９９９条条条条のののの２２２２ 市長市長市長市長はははは，，，，建築物環境配慮指針建築物環境配慮指針建築物環境配慮指針建築物環境配慮指針をををを定定定定めてめてめてめて公表公表公表公表

●●●●第第第第９９９９条条条条のののの３３３３ 建築主建築主建築主建築主はははは・・・・・・・・・・・・

①①①①特定建築物環境配慮計画特定建築物環境配慮計画特定建築物環境配慮計画特定建築物環境配慮計画をををを策定策定策定策定しししし，，，，市長市長市長市長にににに報告及報告及報告及報告及びびびび公表公表公表公表

②②②②分譲分譲分譲分譲マンションマンションマンションマンションではではではでは，，，，環境性能評価環境性能評価環境性能評価環境性能評価をををを広告広告広告広告にににに表示表示表示表示

特定建築物環境配慮評価制度特定建築物環境配慮評価制度特定建築物環境配慮評価制度特定建築物環境配慮評価制度
（（（（対象対象対象対象：：：：床面積床面積床面積床面積がががが２２２２，，，，００００００００００００㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上のののの新築新築新築新築,,,,増改築増改築増改築増改築））））



条条条条24242424 柏市建築物環境配慮評価制度
CASBEE柏

CSBEE柏の特徴CSBEE柏の特徴

・BEE値による５段階格付けの他に，「柏市の重点項目」に対する
評価項目，基準を追加し，結果をマスコットキャラクターが表示

・戸建住宅向けの専用ツールとして「CASBEE柏[戸建]」を作成

柏市地球温暖化対策条例柏市地球温暖化対策条例柏市地球温暖化対策条例柏市地球温暖化対策条例



面的な都市整備の機会を捉えて，将来に向け
て，低炭素なまちを先導的に誘導する。

温対計画の省ＣＯ２まちづくりを進めるため，柏
市低炭素まちづくり要領により，運用してきたが，
改めて，条例に根拠づけることとした。

第1項 市長は 低炭素まちづくり指針を策定
第2項 市長は 低炭素まちづくり指針を公表
第3項 市長は,低炭素まちづくり事業を指定し,事
業者と協定を締結する

第9条の4 低炭素まちづくり事業

条条条条25252525 改正温対条例改正温対条例改正温対条例改正温対条例 そのそのそのその２２２２



条条条条26262626 改正温対条例改正温対条例改正温対条例改正温対条例 そのそのそのその２２２２

低炭素まちづくり事業のフロー

指
定
申
出

事
業
者

市

長

指
㊎
提
供

計画
策定

事業
指定

事業
実施

ᡰេ
策

協
定

低
炭
素
な
ま
ち
の
実
現

協協協協
議議議議



第１１条 助成その他の措置
本市は，市民等が低炭素まちづくり事業は地球温暖化

対策の推進を図るために・・・・・
低炭素まちづくり事業䈻のᡰេ策をㅊ加規定

まちづくり事業のᡰេ策の例：補助金，⒢減，࿖の䊝䊂ル地区等
の協⺞ᔕ，都市計画（ኈ積）などが考えられている。

条条条条27272727 改ᱜ温対条例 その３

第１２条 情報の提供等
本市は，前項の措置を講じる場合は，基本条例第21

条第３項に規定する環境の研究及び学習を推進するた
めの施設を活用するとともに，法第23条第１項に規定
する地球温暖化防止活動推進員，法第２４条第１項に
規定する地域地球温暖化防止活動推進センター，教育
機関等の協力を得るものとする。

千⪲⋵⍮事がᆔབྷする推進ຬ を削除
千⪲⋵⍮事が指定する推進䉶ン䉺ー



条条条条28282828 今後の課題

１ 条例の運用を他部局と連係

２ 法律との整合：

①温暖化対策基本法・・・目標等

②温対法 ・・・各種制度

３ 改正と市民参画


